
は じ め に 

 

労働者の生活の大きな部分を占める職業生活を、安全かつ健康な状態にするこ

とは、労働福祉の基本です。 

労働災害は、本来あってはならないものです。しかし現実には、長期的には減

少傾向にあるとはいえ、平成 26 年、全国で 11 万 9,535 人、神奈川県で 6,639 人

の死傷(休業 4 日以上)が発生し、このうち、全国で 1,057 人、神奈川県で 32 人

もの方が亡くなっています。 

労働災害はひとたび発生すれば、被災者本人はもとより、家族や職場の皆さん

など多くの方を不幸にしてしまいます。労働災害の大幅な減少に向けて、引き続

き努力が求められるところです。 

特に、近年は、ＩＴなどの技術革新、就業形態の多様化等により、作業形態や

労働環境が変わりつつあることや、長時間労働などから、職場において、疲労や

ストレスを感じている労働者の割合が高くなっており、深刻な場合には、自殺に

いたるケースもあります。このため、労働者自らがストレスに対処するとともに、

事業者が積極的に自殺対策も含めた、メンタルヘルス対策を実施することが重要

となっています。 

県では、国、関係機関と連携を図り、労働安全衛生の普及啓発に努めており、

このガイドブックは、その一つとして作成いたしました。 

平成 25 年 3 月にこのガイドブックを改訂して以降、過労死等防止対策推進法

の制定や労働安全衛生法の改正など労働安全衛生に関わる制度的な改変もあっ

たことから、内容を最新のものとするため、改訂をしたものです。 

改訂に当たって、ご協力を頂いた神奈川労働局をはじめ関係機関の方々にこの

場を借りて、お礼申し上げる次第です。 

もとより十分な内容ではございませんが、各事業場の労働安全衛生対策を推進

する上で広くご活用いただければ、幸いです。 

 

 

平成 28 年３月 

神奈川県産業労働局労働部労政福祉課長 

坂本 昭夫 
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